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   庄内広域水道企業団低入札価格調査制度実施要綱 

 

令和８年４月１日 

告示第９号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、庄内広域水道企業団（以下「企業団」という。）が発注する建設工事

及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の１０第１項及び同令第１６７条の１０の２第２項（同令第１６７条の１３

において準用する場合を含む。）の規定に基づき落札者を決定するために行う調査（以下

「低入札価格調査」という。）に関し、必要なものを定めるものとする。 

（対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託） 

第２条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制

限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち企業長が特に必要と

認めるものとする。 

（調査基準価格） 

第３条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委

託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる

価格（以下「調査基準価格」という。）を定めるものとする。 

２ 建設工事における調査基準価格は、次により算定した額（１万円未満の端数がある場合

は、切り上げる）とする。 

 （１）予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。 

   ただし、その額が入札書比較価格に１０分の９．５を乗じて得た額を超える場合にあ

っては入札書比較価格に１０分の９．５を乗じて得た額とし、入札書比較価格に１０分

の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に１０分の７．５を

乗じて得た額とする。 

  ア 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

  イ 共通仮設費相当額に１０分の９を乗じて得た額 

  ウ 現場管理費相当額に１０分の９．５を乗じて得た額 

  エ 一般管理費等の額に１０分の６．５を乗じて得た額 

 （２）工事等の性質上前号の規定により難いものについては、契約ごとに１０分の７．５

から１０分の９．５の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。 

３ 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、次により算定した額（１万円未満の端

数がある場合は、切り上げる）とする。 

 （１）次表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、同表の算出基礎の欄に掲げる予定

価格算出の基礎となった額の合計額。 
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   ただし、その額が入札書比較価格に同表の設定上限の欄に掲げる割合を乗じて得た

額を超える場合にあっては、入札書比較価格に設定上限の割合を乗じて得た額とし、そ

の額が入札書比較価格に同表の設定下限の欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない

場合にあっては、入札書比較価格に設定下限の割合を乗じて得た額とする。 

 

業種区分 算出基礎 設定上限 設定下限 

ア 測量業務 （ア）直接測量費の額 １０分の９ １０分の７ 

（イ）諸経費（間接測量費と一般管理費等の合計額）

相当額に１０分の６を乗じて得た額 

（ウ）測量調査費の額 

イ 地質調査業 

務 

（ア）直接調査費の額 １０分の９ １０分の７ 

（イ）間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（ウ）諸経費（業務管理費と一般管理費等の合計額）

相当額に１０分の６を乗じて得た額 

（エ）解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業

務部分についてハの土木コンサルタントの算

出基礎を適用する。 

ウ 土木コンサ

ルタント 

（ア）直接人件費の額 １０分の９ １ ０ 分 の

７．５ 
（イ）直接経費の額 

（ウ）その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額 

（エ）一般管理費等の額に１０分の６を乗じて得た

額 

エ 建築コンサ

ルタント（工

事監理業務を

含む。） 

（ア）直接人件費の額 １０分の９ １ ０ 分 の

７．５ 
（イ）技術経費の額に１０分の７を乗じて得た額 

（ウ）特別経費の額 

（エ）諸経費相当額に１０分の７を乗じて得た額 
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オ 補償関係コ

ンサルタント

（工事損失調

査 業 務 を 含

む。） 

（ア）直接人件費の額 １０分の９ １ ０ 分 の

７．５ 
（イ）直接経費の額 

（ウ）その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額 

（エ）一般管理費等の額に１０分の６を乗じて得た

額 

カ 建設工事の

積算基準を準

用して設計す

る業務委託 

（ア）直接作業費の額に１０分の９．７を乗じて得

た額 

１ ０ 分 の

９．５ 

１ ０ 分 の

７．５ 

（イ）共通仮設費相当額に１０分の９を乗じて得た

額 

（ウ）現場管理費相当額に１０分の９．５を乗じて

得た額 

（エ）一般管理費等の額に１０分の６．５を乗じて

得た額 

 

 （２）業務等の性質上前号の規定により難いものについては、契約ごとに１０分の７から

１０分の９．５の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。 

４ 契約担当者は、土木コンサルタント及び補償関係コンサルタントの予定価格の算定に

あたって山形県県土整備部制定の設計業務等標準積算基準書に定める設計業務等積算基

準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、前項第１号ウ及びオに該当する業務に

ついては、次表の算出基礎の欄に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額（１万円

未満の端数がある場合は、切り上げる）を調査基準価格とすることができる。 
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業種区分 算出基礎 設定上限 設定下限 

土木コンサルタ

ント及び補償関

係コンサルタン

ト（工事損失調

査業務を含む。） 

（ア）直接業務費の額 １０分の

９ 

１ ０ 分 の

７．５ 
（イ）技術経費の額に１０分の７を乗じて得た額 

（ウ）諸経費（業務管理費と一般管理費等の合計

額）相当額に１０分の７を乗じて得た額 

 

５ 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。 

６ 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。 

（入札の執行） 

第４条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者（総合評価落札方式に

よる入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。）の入札

価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。 

（低入札価格調査の実施） 

第５条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連

業務委託を所管する担当課等の長は、当該入札者について、次の事項について調査を行う

ものとする。 

 （１）契約内容の実現性 

 （２）公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性 

２ 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないもの

として取り扱うものとする。 

（入札等参加者審査委員会への付議） 

第６条 契約担当者は、前条の調査結果を企業団入札等参加者審査委員会（以下「審査会」

という。）へ付議するものとする。 

２ 審査会は、最低価格入札者等が前条第１項各号の調査結果及び別に定める数値的判定

基準に基づき審査するものとする。 

（落札者の決定） 

第７条 入札執行者は、前条第２項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか

否かを決定するものとする。 

２ 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場

合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札

者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの（以下「次順位者」
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という。）を落札者とするものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、

次順位者について前２条及び第１項を準用する。この場合において、なお落札者が決定し

ないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


